
事業報告書等の期限内未提出法人及び認証後未登記団体に関する取扱要領

長崎県県民生活ガ采―境部県民生活環境課

1.目 的

この取扱要領 (以下「要領」という。)は、長崎県知事が所轄する特定非営利活動法人

(以下「法人」という。)が特定非営利活動促進法 (平成 10年法律第 7号。以下「法」と

いう。)第 29条に規定する事業報告書等 (以下「書類」という。)を、長崎県特定非営利

活動促進法施行条例 (平成 10年 10月 16日 長崎県条例第 27号)第 5条に規定する提出期

限 (以下「期限」という。)までに提出しない場合のほか、認証を受けた後に登記を行わ

ない団体 (合併の認証を受けた法人において登記を行わない法人を含む。以下「認証後未

登記団体」という。)についての取扱いに関し必要な事項を定め、所轄庁として法に基づ

く適正かつ円滑な事務を図るとともに、県民に封し適切に必要な情報を提供することを目

的とする。

2.書類の期限内未提出法人に対する対応

(1)各事業年度の書類の期限から2月 を経過しても書類を提出しなかつた場合、未提出

法人の代表者あて「督促書」を簡易書留により送付する。なお、督促書には、次のと

おり明記する。

ア 未提出 1年 目 (別紙 1)

事業年度にかかる書類の期限から3月 を経過しても書類を提出しなかつた場合は、

役員全員 (理事及び監事)に督促書を送付するとともに、県のホームページに法人名

及び代表者名を掲載し公表する旨。

イ 未提出2年 目 (別紙 2)

未提出2年 目の事業年度にかかる書類の期限から3月 を経過しても書類を提出し

なかった場合は、役員全員に督促書を送付する。また、裁判所に過料事件の通知を行

うとともに、県のホームページに掲載し公表する旨。

ウ 未提出3年 目 (別紙 3)

未提出3年 目の事業年度にかかる書類の期限から3月 を経過しても書類を提出し

なかった場合は、役員全員に督促書を送付する。また、設立の認証を取消す旨。

(2)各事業年度の書類の期限から3月 を経過しても書類を提出しなかつた場合は、役員

全員に「督促書」を簡易書留により送付する。なお、督促書には、次のとおり明記す

る。

ア 未提出 1年 目 (別紙 4)

督促書発送後 1月 以内に書類を提出しなかつた場合は、県のホームペエジに法人名

及び代表者名を掲載し公表する旨。

イ 未提出2年 目 (別紙 5)

督促書発送後 1月 以内に書類を提出しなかつた場合は、裁判所に過料事件の通知を

行 うとともに、県のホームページに掲載し公表する旨。

ウ 未提出3年 目 (別紙 6)

督促書発送後 1月 以内に書類を提出しなかった場合は、設立の認証を取消す旨。

(3)2(2)の 督促書に明記した指定の日までに書類を提出しなかつた場合

ア 未提出 1年 目

県のホームページに法人名及び代表者名を掲載し公表する。



イ 未提出2年 目

代表者の住所地を所轄する地方裁判所に対し「過料事件の通知書」錫J紙 7)を送
付するとともに、県のホームページに法人名及び代表者名を掲載し公表する。

なお、過料事件通知書は、1法人につき1通 とし、法人登記事項証明書 (3月 以内
に交付を受けたもの)、 督促の経緯がわかる書面及び督促書の写しを添付する。

ウ 未提出3年 目

設立の認証の取消しに係る聴間を実施し、聴聞結果報告書の処分の内容に基づき、
認証取消しの可否を決定する。

3.認証を受けた後に登記しない認証後未登記団体に対する紺応

(1)所轄庁から認証を受けた後、組合等登記令において定める登記期限 (以下「登記期
限」という。)から2月 を経過しても登記をしない場合は、認証後未登記団体の代表
者及び申請者 (以下「代表者等」という。)あて「登記に係る督促書」 l月町紙 8)を簡
易書留により送付する。なお、登記に係る督促書には、登記期限から4月 以内に登記
完了届出書の提出がない場合は、役員予定者に登記に係る督促書を送付する旨明記す
る。

(2)登記期限から4月 を経過しても登記完了届出書の提出がない場合は、役員予定者全
員に「登記に係る督促書」暢町紙 9)を簡易書留により送付する。

(3)登記期限から5月 を経過しても登記完了届出書の提出がない場合は、代表者等に「登
記に係る督促書」錫町紙 10)を簡易書留により送付する。なお、登記に係る督促書に
は、認証の取消しに着手する旨明記する。

(4)3(3)の督促書に明記した指定の日を経過しても登記完了届出書の提出がない場
合は、設立の認証の取消しに係る聴間を実施し、聴聞結果報告書の処分の内容に基づ

き、認証取消しの可否を決定する。

4.認定 (仮認定)特定非営利活動法人に係る取扱等については別途定める。

5 4以外の特定非営利活動法人に係 る取扱の適用は下記のとお りとする。
・書類の期限内未提出法人については、事業年度が平成 25年 3月 31日 に終了する法人

から適用する。

・認証を受けた後に登記 しない認証後未登記団体については、平成 25年 4月 1日 から

適用する。



(男lJ紙 1 )

県 環 第  号

年  月  日

特非営利活動法人 ○○○○

代表者 ○○○ 様

長崎県県民生活環境課長

事業報告書等の提出について (督促)

特定非営利活動法人においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第 29条及び長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条の規定により、事業報告

書等法定の書類を毎事業年度初めの 3ヶ月以内Iこ提出しなければなりませんが、貴

とこ茅3カ て が て りませんので ○月○○日

に提出してください。

なお、指定の日までに提出がない場合ギ貴法人の役員全員に対し督促書を送付す

るとともに、県のホームペエジに法人名及び代表者名を掲載 し公表 しま

す。

この文書に関して、また、事業報告書等の記載方法Iこ関してのご質問等がありま

したら、十R当 支でお尋ね ださい

行き違いにより提出済みの場合は、ご容赦願います。

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1
長崎県県民生活環境課 担当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564



(参考)特定非営利活動促進法等・ 関係部分

(事業報告書等の提 出 )

法第 29条 特 庁 非 営 剰I活動 法 人 都 道 府 県 又は指 庁都 市 の 条例 で 市1ま め る と こ に よ り、毎事 業 年 庁 一

回 、事 葉報 告書 筆 狩所 館 庁 に提 出 しな けれ ば な らないぃ

※ 注 :本 県の場 合 は 、 下 記 の とお り条例 で 庁 めて い 三十 ハ

長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条

特定非営利活動法人は、規則で定めるところによ り、法第 29条 第 1項 に規定す る事業報告書等

を毎事業年度初 めの 3月 以内に知事に提出 しなければな らない。

法第 80条 次 の 各 暑 の ヤヽ三ドれ か に該 当す る場 合 にお い て 、特 定非 営利 活 動法 人のテ甲事 、 監事 又 は清 算

人 ,‐よ、 2 0万 円 以 下 の渦 料 に処す るハ

1 第 7条第 1項の規定による政令 に違反 して、登記す ることを怠った とき。

2 第 14条 の規定に違反 して、財産 目録 を備 え置かず、又 は これに記載すべき事項 を記載せず、若 しく

は不実の記載を した とき。

3 第 23条 第 1項若 しくは第 25条 第 6項又は第 53条 第 1項 の規定に違反 して、届 出をせず、又は虚

偽の届 出を した とき^

4 第 28条 第 1項若 しくは第 2項 、第 54条 第 1項又 は第 54条 第 2項 か ら第 4項 までの規定 に違反 し

て、書類 を備 え置かず、又はこれ に記載すべ き事項 を記栽せず、若 しくは不実の記載 を した とき。

5 第 25条 第 7項若 しくは第 29条 、第 49条 第 4項又は第 52条 第 2項 、第 53条 第 4項若 しくは第

55条 第 1項若 しくは第 2項 の 規 庁 に鷺 反 1フ て 書 の提 出 を怠 った 澄きぃ

6 第 31条の 3第 2項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、破産手続開始の申立てを しなかっ

たとき。

7 第 31条の 10第 1項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、公告をせず、又は不正の公告を

したとき。

8 第 35条第 1項 の規定に違反 して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 し

くは不実の記載をした とき。

9 第 35条第 2項又は第 36条第 2項 の規定に違反 したとき。

10 第 41条第 1項又は第 64条第 1項若 しくは第 2項の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告

をし、又はこれ らの項の規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避 した とき。



(男可和氏2)

県 環 第  号

年 月  日

特非営利活動法人

代表者 ○○○ 様

長崎県県民生活環境課長

事業報告書等の提出について (督促)

特定非営利活動法人においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第29条及び長崎県特定非営利活動促進法施行条例第5条の規定により、事業報告

書等法定の書類を毎事業年度初めの3ヶ月以内に提出しなければなりませんが、貴

に カ て ○ さ て りませんので

こ拝 出 して く 占 ヽ

が

〇年○○月00日 まで 1

なお、指定の日までに提出がない場合、貴法人の役員全員に対し督促書を送付し

ます。また、裁半J所に過料事件の通知を行うとともに、過料事件通知を行った

ことを県のホームページに掲載 し公表 します。

この文書に関して、また、事業報告書等の記載方法Iこ関してのご質問等がありま

したら、担当までお尋ね ださし

行き違いにより提出済みの場合は、ご容赦願いますも

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県県民生活 r衆―境課 担 当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564

し



(参 考)特定非営利活動促進法等・ 関係部分

(事 業報告書等の提出 )

法第 29条 特 市 非 営 禾ll活 法 人 ,■ 、フコ那楢 府 県 受 l土 指 市ぷ の条例 で 庁 め る >こ /ぅ に よ り、毎 事 業 年 度 一

同 、 事 業 報 告 等 を所 竜害庁 に欅 出 モノ澄 け ばな らないぃ

※注 :本県の場合は、下記のとお り条例で定めています。

長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条

特定非営利活動法人は、規則 で定めるところによ り、法第 29条 第 1項 に規定す る事業報告書等

を毎事業年度初 めの 3月 以内に知事に提出 しなければな らない。

法第 80条  次の各号のいずれかに該当す る場合においては、特定非営利活動法人の理≡、監事スは清算

人 は 、 20万 円以 下 の過料 に処 す るぃ

1 第 7条第 1項の規定による政令 に違反 して、登記す ることを怠った とき。

2 第 14条 の規定に違反 して、財産 目録 を備 え置かず、又 はこれに記載すべ き事項 を記載せず、若 しく

は不実の記載を した とき。

3 第 23条 第 1項若 しくは第 25条 第 6項又は第 53条 第 1項 の規定に違反 して(届 出をせず、又は虚

偽の届 出をした とき。

4 第 28条 第 1項若 しくは第 2項 、第 54条 第 1項又は第 54条 第 2項か ら第 4項 までの規定 に違反 し

て、書類 を備 え置かず、又は これに記載すべ き事項 を記載せず、若 しくは不実の記載 を した とき。

5 第 25条 第 7項若 しくは第 29条 、第 49条 第 4項又 は第 52条 第 2項 、第 53条 第 4項若 しくは第

55条第 1項若 しくは第 2項の規 定 に鷺 して、書類の提出を つた とき。

6 第 31条の 3第 2項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、破産手続開始の申立てをしなかっ

たとき。

7 第 31条の 10第 1項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、公告をせず、又は不正の公告を

したとき。

8 第 35条第 1項 の規定に違反 して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 し

くは不実の記載をした とき。

9 第 35条第 2項又は第 36条第 2項 の規定に違反 した とき。

10 第 41条第 1項又は第 64条第 1項若 しくは第 2項 の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告

をし、又はこれ らの項の規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避 した とき。



(男町糸氏3)

県 環 第  号

年  月  日

特非営利活動法人 ○○○○

代表者 ○○○ 様

長崎県県民生活環境課長

事業報告書等の提出について (督促)

特定非営利活動法人においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第 29条及び長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条の規定により、事業報告

書等法定の書類を めの3 に提出しなければなりませんが、貴

法人におかれては、○〇年度以降事業報告書の提出がなされておりませんので、○

〇年○○月○○日までに提出してください

なお、指定の日までに提出がない場合、貴法人の役員全員に対し督促書を送付す

るとともに、設立の認証の取消 しを行 うための聴聞の手続に着手 しますの

で申し添えます。

この文書に関して、また、事業報告書等の記載方法 1 こ閏 してのご暫 F口司
府
挙がありま

したら、担当ま くださいn

1ヽこより まヽ

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県県民生活環境課 担 当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564



(参 考)特定非営利活動促進法等・ 関係部分

(事 業報告書等の提 出 )

法第 29条 特 常 非 営 禾ll活 法 人は、都 譜 府 県又 l童 指 市都 の条例 で 定 め る ≧こ /ぅ に kり 毎 事 業 年 度 一

回、事業報告書等 を所
'ぉ

室庁 に提出 しなけれ ばな らない。

※注 :本 県の場合は、下記の とお り条例で定めています。

長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条

特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、法第 29条第 1項 に規定する事業報告書等

を毎事業年度初めの 3月 以内に知事に提出 しなければならない。

法第 80条 次 の各 号 の いず れ か に 当す る場 合 にお い て は、特 庁非 営利 活 動 決 の理 事 、 略事 又 は清 箪

人 は 、 20万 円以 下 の過 料 に処 す る。

1 第 7条第 1項の規定による政令に違反 して、登記することを怠ったとき。

2 第 14条 の規定に違反 して、財産 目録を備 え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しく

は不実の記載をしたとき。

3 第 23条第 1項若 しくは第 25条第 6項又は第 53条第 1項 の規定に違反 して、届出をせず、又は虚

偽の届出をしたときぃ

4 第 28条第 1項若 しくは第 2項 、第 54条第 1項又は第 54条第 2項 か ら第 4項 までの規定に違反 し

て、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しくは不実の記載をしたとき。

丘  第 25条第 7項若 しくは第 29条、第 49条 第 4項又は第 52条第 2項 、第 53条第 4項若 しくは第

55条第 1項若 しくは第 2項

6 第 31条 の 3第 2項又は第 31条 の 12第 1項 の規定に違反 して、破産手続開始の申立てをしなかっ

たとき。

7 第 31条 の 10第 1項又は第 31条の 12第 1項の規定に違反 して、公告をせず、又は不正の公告を

したとき9

8 第 35条第 1項 の規定に違反 して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 し

くは不実の記載をした とき。

9 第 35条第 2項又は第 36条第 2項 の規定に違反 したとき。

10 第 41条第 1項又は第 64条第 1項若 しくは第 2項 の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告

をし、又はこれ らの項の規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避 した とき。



(男可和氏4)

県環第

年  月

特定非営利活動法焙

役員 0●0●0●0● 様

長崎県県民生活環境課長

事業報告書等の提出について (督促)

特定非営利活動法人においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第29条及び長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条の規定により、事業報告

書等の書類 めの3 に提出しなければなりませんが、あなた

号
▼
日

め イこ孝6カれ が て りませんので ○

月OO日 まで 1 出 して だ 六い ぉ

指定の日まで 1 たい場合、県のホー ムペー ジに法 名 及 代 表者名び

を掲載 し公表 します。

なお、この督促に関しては、事務所所在地へも、去る○〇年○○月○○日付けで

送付しています。

この文書に関して、また、事業報告書等の記載方法に関してのご質問等がありま

したら、担当までお尋ねください。

行き違いにより提出済みの場合は、ご容赦願いま坑

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県県民生活ガ衆―境課 担 当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564

が



(参考)特定非営利活動促進法等・関係部分

(事業報告書等の提出)

法第 29条 特 市 非 営 禾ll澪 法 人 l政 、都 着 府 県 Wl士 指 ヤぷ の 条 例 で 市 め る とこる に ■ り 毎事 業 年 庁 一

同 、 事 業 華E告 等 を所 熊 庁 に裸―出 1ノ 澄 け ばな らないぃ

※ 洋 :六 県 の 合 は、 下記 の 》お り築イうil で めて いますぃ

長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条

特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、法第 29条 第 1項 に規定する事業報告書等

を毎事業年度初めの 3月 以内に知事に提出 しなければならない。

法第 80条 次 の 各 丹 の ヤヽ|ド れ か に該 当す る場合 にお いて は、特 定非 営利 活 動 法 人の理 事 、 監事 又 は清 算

人 は 、 20万 円以 下 の電 料 に処す るぃ

1 第 7条第 1項の規定による政令に違反 して、登記することを怠つた とき。

2 第 14条 の規定に違反 し、て、財産 目録を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しく

は不実の記載をしたとき9

8 第 23条第 1項若 しくは第 25条第 6項又は第 53条第 1項 の規定に違反 して、届出をせず、又は虚

偽の届出をした とき。

4 第 28条第 1項若 しくは第 2項 、第 54条第 1項又は第 54条第 2項 から第 4項までの規定に違反 し

て、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記栽せず、若 しくは不実の記載をした とき。

5 第 25条第 7項若 しくは第 29条、第 49条第 4項又は第 52条第 2項 、第 53条第 4項若 しくは第

55条第 1項若 しくは第 2項 の規 定 に鷺 反 して、 書 の提 出 を怠 った とき ^

o 第 31条の 3第 2項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、破産手続開始の申立てをしなかっ

たとき。               .

7 第 31条の 10第 1項又は第 31条 の 12第 1項の規定に違反 して、公告をせず、又は不正の公告を

したとき。

8 第 35条第 1項 の規定に違反 して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 し

くは不実の記載をした とき9

9 第 35条第 2項又は第 36条第 2項 の規定に違反 したとき。

10 第 41条第 1項又は第 64条第 1項若 しくは第 2項 の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告

をし、又はこれ らの項の規定による検査ど拒み、妨げ、若 しくは忌避 した とき。



(男可和発5)

特定非営利活動法焙

役員 0●0●0●●0 様

長崎県県民生活環境課長

事業報告書等の提出について (督促)

特定非営利活動法人においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第 29条及び長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条の規定により、事業報告

書等の書類を毎事業年度初めの 3ヶ月以内に提出しなければなりませんが、あなた

県 環 第 号

年  月  日

る て が て

ませんので ○0年OO月 ○ で I して0日 支 こ裸 出 ださしヽ

の まで1
ゝ し

事件通知 を行 った こ とを県のホームページに掲 し公 表 し ますハ

なお、この督促に関しては、事務所所在地へも、去る○〇年○○月○○日付けで

送付しています。

この文書に関して、また、事業報告書等の記載方法に関してのご質問等がありま

したら、担当までお尋ねください。

行き違いにより提出済みの場合は、ご容赦願います。

〒850-8570 長崎市尾上町 3二 1

長崎県県民生活環境課 担 当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564



(参 考)特定非営利活動促進法等・関係部分

(事 業報告書等の提 出 )

法第 29条 特 市 非 営 1禾 I活 法 人 は 、都 譜 府 県 又 l士 指 ヤぷ の 条 例 で 市 め る と こ ろ に ■ り 毎事 業年 庁 一

回 、 事 業 幸屋各 書等 を所撻庁 に裸出 lッ た tす ばな らないぃ

※ 注 :本 県 の 合 は、 下記 の 澄お り条例 で めて い ますぃ

長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条

特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、法第 29条 第 1ア頁に規定す る事業報告書等

を毎事業年度初めの 3月 以内に知事に提出 しなければならない。

法第 80条 次 の 各 暑 の いず れ か に該 当す る場 合 にお い て は、特 定非 営利 活 動 法 人の理 事 、監事 又 は清 算

人は、 20万円以下の過料に処する。

1 第 7条第 1項の規定による政令に違反 して、登記することを怠った とき。

2 第 14条の規定に違反 して、財産 目録を備 え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しく

は不実の記載をしたとき。

3 第23条第1項若しくは第25条第6項又は第53条第1項 の規定に違反して、届出をせず、又は虚

偽の届出をしたとき。

4 第 28条第 1項若 しくは第 2項 、第 54条第 1項又は第 54条第 2項から第 4項 までの規定に違反 し

て、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しくは不実の記載をした とき。

丘  第 25条第 7項若 しくは第 29条、第 49条 第 4項又は第 52条第 2項 、第 53条第 4項若 しくは第

55条 第 1項若 しくは第 2項 の規 定 に鷺 して、書類 の提 出を つた とき。

6 第 31条の 3第 2項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、破産手続開始の申立てをしなかっ

たとき。

7 第 31条の 10第 1項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、公告をせず、又は不正の公告を

したとき。

8 第 35条第 1項 の規定に違反 して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 し

くは不実の記載をした とき。

9 第 35条第 2項又は第 36条第 2項 の規定に違反 した とき。

10 第 41条第 1項又は第 64条第 1項若 しくは第 2項の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告

をし、又はこれ らの項の規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避 したとき。



(男可和発6)

県環第

年  月

特定非営利活動法人名

役員 00●●0●●0 様

長崎県県民生活環境課長

事業報告書等の提出について (翻

特定非営利活動法人においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第 29条及び長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条の規定により、事業報告

書等の書類を毎事業年度初めの 3ヶ月以内に提出しなければなりませんが、あなた

が役員を務める法人におかれては、○〇年度以降事業報告書の提出がなされており

号

日

ませんので、○〇年○○月○ 日までに提出してください。

指庁の 日まで1こ操出がない場合、設 立の認 証 の 取 消 し を行 うための聴 間の

手続に着手 します。

なお、この督促に関しては、事務所所在地へも、去る○〇年○○月○○日付けで

送付しています。

この文書に関して、また、事業報告書等の記載方法に関してのご質問等がありま

したら、担当までお尋ねください。

行き違いにより提出済みの場合は、ご容赦願います。

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県県民生活環境課 担 当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564



(参考)特定非営利活動促進法等・ 関係部分

(事 業報告書等の提 出 )

法第 29条 特 庁非 営剰I活 動 法 人 l土 都 道 府 県 又は指 庁ノ」都市 の条例 で 市 め るとこ に よ り、 毎事 詫 年 唐 一

回 、事 業報 告書筆 力所 蝶 庁 提 出 しな けれ ばな らない ^

※ 注 :本 県 の場 合 l女 、 下記 の とお り条例 で 定 めて い kす ^

長崎県特定非営利活動促進法施行条例第 5条

特定非営利活動法人は、規則で定あるところにより、法第 29条第 1項 に規定する事業報告書等

を毎事業年度初めの 3月 以内に知事に提出 しなければならない。

法第 80条 な の 各 昇 、■ドの し れ か に該 当す る場 合 にお い て 、特 定非 営利 活 動 法 人の理 事 、監 事 又 は清 算

人 ,童 、 2 0万 田 以 下 の渦料 に処 す るぃ

1 第 7条第 1項の規定による政令に違反 して、登記することを怠ったとき。

2 第 14条の規定に違反 して、財産 目録 を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しく

は不実の記載をした とき。

3 第 23条第 1項若 しくは第 25条第 6項又は第 53条第 1項の規定に違反 して、届出をせず、又は虚

偽の届出をしたとき。

4 第 28条第 1項若 しくは第 2項 、第 54条第 1項又は第 54条第 2項 か ら第 4項 までの規定に違反 し

て、書類 を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 しくは不実の記載をした ≧き。

5 第 25条第 7項若 しくは第 29条、第 49条 第 4項又は第 52条第 2項 、第 53条第 4項若 しくは第

55条第 1項若 しくは第 2項 の 規 庁 に鷺 屈 1フ て 暮 の提 出 を怠 った ときぃ

6 第 31条の 3第 2項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、破産手続開始の申立てをしなかっ

た とき。

7 第 31条の 10第 1項又は第 31条の 12第 1項 の規定に違反 して、公告をせず、又は不正の公告を

した とき。

8 第 35条第 1項 の規定に違反 して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若 し

くは不実の記載をしたとき。

9 第 35条第 2項又は第 36条第 2項 の規定に違反 したとき。

10 第 41条第 1項又は第 64条第 1項若 しくは第 2項の規定による報告をせず、若 しくは虚偽の報告

をし、又はこれ らの項の規定による検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避 したとき。



（別紙７）

県環第 号      

  年  月  日

長崎地方裁判所 御中

長崎県県民生活環境課長

過料事件通知書

長崎県が所轄庁である下記の特定非営利活動法人は、督促書を発送したものの、長崎県

特定非営利活動促進法施行条例第５条に規定する提出期限までに提出しなければならな

い特定非営利活動促進法第 29 条に規定する書類を、本日まで提出していません。

このため、特定非営利活動促進法第 80 条第５号に掲げる場合に該当するものと思料され

るので、関係書類を添えて通知します。

記

特 定 非 営 利

活 動 法 人

名      称

事務所所在地

所  轄  庁 長崎県知事

違 反 者

資      格 理事

氏      名

住      所

未提出書類（○

を付したもの）

事 業 報 告 書 財 産 目 録 貸 借 対 照 表

収 支 計 算 書 役 員 名 簿 社 員 名 簿

定 款 認 証 書 の 写 し 登 記 簿 謄 本

提 出 期 限
   年   月   日（  年度分）

   年   月   日（  年度分）

事 業 年 度
   年   月   日 ～      年   月   日（  年度分）

      年   月   日 ～      年   月   日（  年度分）

添 付 書 類
①定款、②登記簿謄本、③役員の氏名及び住所等に関する書類、

④督促書、⑤過料事件通知予告書、⑥その他参考となる書類



(男可和氏8)

県 環 第  号

年  月  日

団体名○○○○

設立代表者 ○○○ 様

長崎県県民生活環境課長

特定非営利活動法人の設立登記ついて (督促)

設立の認証を受けた団体においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第 7条第 1項及び政令 (組合等登記令)第 2条第 1項の規定により、設立の認証の

通知が到達した日から2週間以内に登記をしなければなりませんが、貴団体におか

れては、まだ荘記がたされておりませんので、○〇年○○月○○日までに登記を嘉

了し、長崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則 6条に定める別紙

設立苓記第了届出書等狩繰 出 して さ い r、だ

なお、指定の日までに当該届出書等の提出がない場合、貴団体の役員予定者全

員に登記に係 る督促書を送付 します。

この文書に関して、ご質問等があ ましたら 六り 担 当ま ヽ予

行き違いにより提出済みの場合は、ご容朔靭説 まヽ

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県県民生活環境課 担 当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564



(参 考)特定非営利活動促進法等 。関係部分

(登記 )

法第 7条 特 市 非 営 禾II活 動 法 人 l政 、 茂 各 る ルで 市 め ころに よ り、審記 1ノ ′£tサ ね′ばな らないぃ

2 (略 )

(成 立の時期等 )

法第 13条  特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて

成立する。

2 特定非営利活動法人は、
.前

項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記 をしたことを証する登記事項

証明書及び次条の財産 目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3 設立の認証を受けた者が設立の認証があらた 日から 6月 を経過 しても第 1項の登記をしない ときは、

所 す亀空庁 は、設 立 の認 評 ナ″取 り消 す こ とがで きる、

長崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則第 6条

第 6条  法第 13条第 2項 の規定による届出は、同項に掲げる書類を添付 した様式第 3号による

届出書を知事に提出 しなければならない。

2 前項の届出書に添付する登記に関する書類には、その写 し 1部及び法第 14条 の財産 目録に

は副本 1部 をそれぞれ添えるものとする。

政令 (組 合等登記令 )

第 2条  組合等の設立の登記 は、その主たる事務所の所在地 において、設立の認可、出資の払

込みその他設立 に必要な手続が終了 した 日か ら 2週 間以内に しなければな らない。

法第 80条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算

人 は 、 20万 円以 の担料 に処 す るハ

１
一

第 7条笛 1電 の 美日 に よる政 今 に鷺 反 lノ て、啓記 す る こ とを怠 った とき ^

2 10 (略 )



(男可府氏9)

県環 第  号

年 月  日

団イ本名○○○○

役員予定者 0●0●00●0 様

長崎県県民生活環境課長

特定非営利活動法人の設立登記ついて (督促)

設立の認証を受けた団体においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第 7条第 1項及び政令 (組合等登記令)第 2条第 1項の規定により、設立の認証の

通知が到達した日から2週間以内に登記をしなければなりませんが、あなたが役員

予定者となっていた団体におかれては、 だ苓記がなされておりませんので OO

年○○月○○日までに登記を完了し 了届出書を提出してください古

なお、この督促に関しては、事務所所在地へも、去る○〇年○○月○○日付けで

送付しています。

指定の日までに提出がない場合、設立の認証の取消 しを行 うための聴 間の

手続 に着手す る △
由 乃ミあ ります n

この文書に関して、ご質問等がありましたら、担当までお尋ねください。

まヽヽ

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県県民生活環境課 担当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564



(参考)特定非営利活動促進法等 。関係部分

(登記 )

法第 7条 特 定非 営利 活 動 法 人は、政令で定める ところによ り、率記 しなければな らない。

2 (略 )

(成 立の時期等 )

法第 13条  特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をす ることによちて

成立する。

2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項

証明書及び次条の財産 目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3 設 立 の認 証 力号 けた者 が 立 の認 証 が あ った 日か ら 6月 を経 1局 し て や、笛 1 の荘 記 を しない >き l童 、

所轄庁 は、設立の認証 を取 り消す ことができる。

長崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則第 6条

第 6条  法第 13条第 2項 の規定による届 出は、同項に掲げる書類 を添付 した様式第 3号 による

届 出書 を知事に提 出 しなければな らない。

2 前項の届出書に添付す る登記に関す る書類 には、その写 し 1部及び法第 14条 の財産 目録 に

は副本 1部 をそれぞれ添えるもの とす る。

政令 (組合等登記令 )

第 2条  組合等の設立の登記 は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払

込みその他設立 に必要な手続が終了 した 日か ら 2週 間以内に しなけれ ばな らない。

法第 80条 次の各号のいずれかに該彗する場合において lま ゝ特定非営利活動法人の理蔓、監事丞は清算

人 は 、 20万 円以 の過 料 に処 す るぃ

1 第 7条第 1電 の美日 に よる政 令 に津 反 して 、暮 記 十 る こ とを怠 った ときぃ

10 (略 )2



(別紙 10)

県環 第  号

年 月  日

団体名○○○○

設立代表者 0●0●0●0● 様

長崎県県民生活環境課長

特定非営利活動法人の設立登記ついて (督促)

設立の認証を受けた団体においては、特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)

第 7条第 1項及び政令 (組合等登記令)第 2条第 1項の規定により、設立の認証の

通知が到達した日から2週間以内に登記をしなければなりませんが、あなたが代表

者等 ≧なっていた団 に孝Sカ れゝては、未だ登記がなされておりませんので、○〇年

○○月○○日まで 1こ登記を完了し設立登記完了届出書 してください。

指定の日までに がない場合、設立の認証 の取消 しを うための聴 間の

手続に着手 しますので申し添えます。

この文書に関して、ご質問等がありましたら、十R当 までお尋 ね ださしヽぐ

行き違いにより提出済みの場合は、 まヽす∩

〒850-8570 長崎市尾上町 3-1

長崎県県民生活環境課 担 当 :

TEL095-895-2314  FAX095-895-2564



(参 考)特定非営利活動促進法等 。関係部分

(登記 )

法第 7条 特 市 非 営 禾ll活 動 法 人は 、 政 令 市 め る ル ころに よ り、啓記 ′F,十 ,1′で し ばな ら′kヽ い ^

2 (略 )

(成 立の時期等 )

法第 13条  特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の基記をすることによつて

成立する。

2 特定非営利活動法人は、前項の登記をした ときは、遅滞なく、当該登記 をしたことを証する登記事項

証明書及び次条の財産 目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

3 譜 立 の 設 蔀 歩 善 け た者 立 の あ った 日か ら 6 月 歩 継 キ呂 して ヤゝ第 1電 の 啓 謂 カ しない ときは、が 譜 訳 蔀 バ

所 雄 庁 l士 立 の認 諦 力政 り消 十 が で き る ^

長崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則第 6条

第 6条  法第 13条第 2項の規定による届 出は、同項に掲げる書類 を添付 した様式第 3号 による

届 出書を知事に提出 しなければな らない。

2 前項の届出書に添付す る登記 に関する書類 には、その写 し 1部及び法第 14条 の財産 目録 に

は副本 1部 をそれぞれ添えるもの とす る。

政令 (組合等登記令 )

第 2条  組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払

込みその他設立に必要な手続が終了 した 日から2週 間以内にしなければならない。

次 の各 号 のいず れかに該 当す る場合 において 、特定非営利活動法人の理事、監事又 は清算法第 80条

人 は 、 2 0万 円 以 の迅料 に処 す る ^

１
一

第 7条第 1項 の規 による政令 に違反 して、登記す ることを怠った とき∩

2 10 (略 )


